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○ 北九州市におけるコミュニティに係る主な取組状況等 

 

１ コミュニティに係る自治基本条例の規定 

（目的） 

第１条 この条例は、・・・（略）市民の主体的な関与及び市民相互の連携による良好な地域社会の維持形成を図り、もって

本市における市民を主体にした自治（以下「市民自治」という。）の確立に寄与することを目的とする。 

 

（コミュニティの活動のあり方） 

第２６条 市民は、様々なコミュニティの活動に自由に参加することができる。 
２ 市民は、コミュニティの活動への参加を通じて、市民が共生する地域社会の維持及び形成に努めるものとする。 
３ コミュニティは、その活動内容及び運営状況を明らかにすることにより、その活動について市民の理解及び共感を得ら 

れるよう努めるものとする。 
４ コミュニティは、他のコミュニティの自主性を尊重しながら、コミュニティ相互間の連携の推進に努めるものとする。 

 

（コミュニティへの支援等） 

第２７条 市は、コミュニティの自律性及び自立性に配慮しながら、コミュニティの活動がその活動する地域の特性に応じ 
て効果的に行われるよう、コミュニティに対し積極的に支援するものとする。 

２ 前項に規定する支援は、区役所の組織及び機能を最大限に活用することにより行うものとする。 
３ 区長は、コミュニティが相互に連携しながらその活動が円滑に行えるよう、コミュニティに対し必要な支援に努めるも 
のとする。 

  

２ コミュニティの現状 

（１）自治会・町内会の加入状況 

年度 21 22 23 24 25  26 27 28 29 30 

加入率（％） 74.4 73.2 73.4 72.4 71.2 69.8 68.9 68.6 67.5 66.6 

 

（２）まちづくり協議会の設置数(累計) 

年度 21 22 23 24 25  26 27 28 29 30 

設置数（団体） 135 135 135 136 136 136 136 137 137 137 

 

（３）市民センターにおけるコミュニティ活動の参加人数（延人数） 

年度 21 22 23 24 25  26 27 28 29 30 

人数（千人） 1,692 1,762 1,699 1,962 1,935 2,085 2,137 2,134 2,040 2,103 

 

（４）ＮＰＯ法人数 

年度 21 22 23 24 25  26 27 28 29 30 

法人数（法人） 251 263 293 305 318 330 336 342 350 345 

 

（５）市民活動サポートセンター利用者数 

年度 21 22 23 24 25  26 27 28 29 30 

利用者数（人） 19,271 19,318 20,428 21,309 22,935 23,127 23,623 24,222 24,338 28,683 

 

 

 

（６）市民活動サポートセンターの団体登録数 

年度 21 22 23 24 25  26 27 28 29 30 

団体数（団体） 321 384 348 469 481 494 469 514 475 488 

 

（７）ＮＰＯ法人との関連事業（委託・助成等）数 

年度 21 22 23 24 25  26 27 28 29 30 

事業数（事業） 99 133 148 153 164 175 185 197 213 240 

 

（８）市職員を対象とした市民活動への理解促進を図る研修への参加者数 

年度 21 22 23 24 25  26 27 28 29 30 

参加者数（人） 30 50 52 14 272 215 272 331 425 477 

 

３ コミュニティに係る主な取組の状況 

取組内容 概要 

区役所にコミュニティ支援課を

設置 

多様化、複雑化している地域課題の解決に向けて、地域のコミュニティ活動への積

極的な支援や、市民と行政との連携・協働を推進するため、まちづくりに特化した担

当部署として全ての区役所にコミュニティ支援課を設置（平成２３年度～）。 

自治会・町内会活性化事業 自治会･町内会が行う加入促進や人材育成の取り組みを支援するため、北九州市自

治会総連合会と連携して、 

（１） 加入をPRするポスター･チラシの作成 

（２） 加入促進・自治会運営などの目的に応じたマニュアル、子ども向け PR 冊子

等の作成等に取り組んでいる｡ 

また、区役所コミュニティ支援課は市民センター等でのポスター掲示などの広報事

業や新任会長研修の開催支援など、地域の実情に応じた取り組みを区自治総連合会と

連携しながら進めている。 

 

○広報研修等の事業数 

21 22 23 24 25  26 27 28 29 30 

4回 9回 13回 12回 13回 14回 16回 18回 24回 21回 
 

地域総括補助金 住民主体の地域づくりを促進するため、これまで市各部局が事業ごとに地域団体に

交付していた補助金を可能な限り一本化し、まちづくり協議会に交付する「地域総括

補助金」を実施。 

 この補助金を導入しやすいように手引書を作成し、申請方法の簡素化にも取り組ん

でおり、区役所コミュニティ支援課では、まちづくり協議会への働きかけや、申請の

支援などを行っている。 

 

○地域総括補助金を導入したまちづくり協議会の数 

21 22 23 24 25  26 27 28 29 30 

110団体 116団体 120団体 123団体 128団体 130団体 133団体 133団体 133団体 133団体 
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コミュニティ活動促進事業 住民主体の地域づくりを促進するため、まちづくり協議会や自治会、NPO等が行う

研修会や講演会などに講師となるまちづくり専門家の派遣を支援するとともに、地域

のまちづくり活動を報告してもらう「地域のちから報告会」を開催し、まちづくり協

議会間の情報共有等を図っている。 

 

○まちづくり専門家派遣回数 

21 22 23 24 25  26 27 28 29 30 

7回 5回 8回 24回 16回 31回 10回 16回 14回 18回 
 

地域カルテづくり事業 まちづくり協議会を実施主体として、住民が参加するワークショップを開催し、新

たな課題解決を図る活動に取り組むきっかけとなるように、地域情報や課題解決のた

めのアイディア等を盛り込んだ「地域カルテ」の作成を支援している。 

※地域カルテ事業は平成30年度で終了。 

 

○地域カルテを実施したまちづくり協議会の数 

21 22 23 24 25  26 27 28 29 30 

― ― 7団体 11団体 7団体 6団体 6団体 3団体 3団体 1団体 
 

市民センターの整備、管理運営 地域活動の拠点として、小学校区ごとに市民センターを整備。 

（Ｈ31．4．1現在、市民センター130館、市民サブセンター6館） 

市民センターを適正に管理し、円滑な運営を図るため、館長を配置するとともに管

理運営の一部をまちづくり協議会に委託。また、市民センターの老朽化等に対応する

ため、計画的に大規模改修等を実施。 

 

○市民センター１館当たりの利用者数 

21 22 23 24 25  26 27 28 29 30 

39千

人 

40千

人 

40千

人 

41千

人 

40千

人 

41千 

人 

41千 

人 

41千 

人 

40千 

人 

39千

人 
 

協働のあり方に関する基本指針

の策定 

ＮＰＯ、地域団体、企業、行政等、様々な活動の担い手が役割分担をしながら、地

域の課題に積極的に対応していく、協働によるまちづくりを推進するため「北九州市

協働のあり方に関する基本指針」を平成24年11月に策定。 

ＮＰＯ・市民活動促進事業 市民活動促進のため、市民活動サポートセンターを拠点として、市民活動や協働等

に関する相談・助言、情報提供、研修・啓発事業などの側面的支援を行っている。 

 

○講座実施数 

21 22 23 24 25  26 27 28 29 30 

― 2 3 6 12 12 13 12 17 17 
 

「ＮＰＯとの協働によるまちづ

くり」人材育成事業 

多様な主体との協働に関する理解を深める研修、協働事業を実施するために必要な

団体運営力向上を図る研修を実施する。 

 

○セミナー開催件数 

21 22 23 24 25  26 27 28 29 30 

― 2 2 2 3 3 6 6 6 6 
 

ＮＰＯ公益活動支援事業 市民活動のさらなる促進を図るため、ＮＰＯ等が専門性を発揮して行う先進的な取

り組みを支援する。 

 

○補助採択件数（累計） 

21 22 23 24 25  26 27 28 29 30 

15件 25件 36件 42件 52件 62件 72件 80件 86件 99件 
 

まちづくりステップアップ事業 市民主体のまちづくりを推進するため、地域の特性を活かした活動や地域の活性化

に資する新たな活動を支援している。 

 

○補助採択件数（累計） 

21 22 23 24 25  26 27 28 29 30 

38件 81件 116件 148件 182件 213件 250件 291件 319件 355件 
 

 


